
第14号様式(第3条の2第1項第1号) 

行為(撮影)許可申請書 

年  月  日  

 (申請先) 

 横浜港シンボルタワー指定管理者 

住 所               

氏 名               

  法人の場合は、名

称・代表者の氏名 

  

 緑地内で撮影を行いたいので、次のとおり申請します。 

緑 地 名  横浜港シンボルタワー 

使 用 日 時    年  月  日(  )  時  から  時  まで 

撮 影 の 内 容 
□広告写真の撮影(           ) 

□映画等の撮影(           ) 

予 定 人 員        人 

関 係 車 両       台(車両の種類         ) 

設置物の有無 
□有(              ) 

□無 

使 用 料 ３０,０００円／３時間迄（3時間以上は10,000円/1時間に付き） 

連 絡 先 

住 所   

氏 名   

電 話   

 

備 考 

【 条件等 】 

（１）許可された場所以外で撮影しないでください。 

（２）緑地内の樹木及び工作物等を破損しないようにしてください。 

（３）撮影にあたっては、現場職員の指示に従ってください。 

（４）他の緑地利用者の迷惑とならないように注意してください。 

（５）この撮影に起因する事故については、申請者が一切の責任を負ってください。 

（６）撮影終了時は、使用場所を原状に回復してください。 

（７）開場時間外での撮影の場合、3,000円/1時間を別途お支払ください。 

 （裏面もご確認ください） 

 



◆利用を許可しない場合（港湾施設の使用等に関する事務取扱要綱第５条） 

 

１ 利用を許可しない場合は、次に掲げるとおりとします。 

 

■ 港湾施設の設置の目的に反する場合 

（宗教の勧誘・布教又はこれに類する行為を目的とする場合、施設の目 

的及び用途を妨げる場合 等） 
 

■ 港湾施設の管理上支障がある場合 

（施設の汚損・損壊又は滅失等のおそれがある場合、他の利用に支障が 

及ぶ場合 等） 
 

■ 公益を害するおそれがある場合 

（善良な風俗を害するおそれがある場合、横浜市暴力団排除条例第２条 

第２号の暴力団の利益となる場合 等） 
 

■ 感染症の予防又は感染の拡大を防止する必要がある場合 
 

■ その他市長が必要と認めた場合 

（横浜港のイメージを損なう場合、その他上記に準ずる場合 等） 

 

２ 市長（指定管理者）は、利用の許可を受けたものが前項のいずれかに該当

することが判明した場合、許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若し

くは停止させることができるものとします。 

 

以上の内容をお読みいただき、以下にレ点をお願いします。 

 

□ 利用を許可しない場合の項目を確認しました。 

 

 


